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年
金
」体
制
の
基
盤
で
あ
る
国
民
年

金
の
現
状
が
公
表
さ
れ
た（
2
0
1
5

年
12
月
）。3
年
に
1
回
実
施
の“
定
期
健
診
”

だ
が
、相
変
わ
ら
ず“
持
病
”は
治
っ
て
い
な
い
。

根
本
治
療
に
取
り
組
む
べ
き
だ
。

完
納
者
37
％
・

厚
年
漏
れ
2
0
0
万
人

　
「
国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査
」（
14
年
版
）

は
、法
定
免
除
者
、外
国
人
な
ど
を
除
く
被
保

険
者
1
5
8
3
・
4
万
人
を
対
象
に
、郵
送
調

査（
有
効
回
答
約
2
・
3
万
人
、回
収
率
37
％
）、

と
所
得
等
調
査
を
実
施
し
た（
1
7
6
8
市

区
町
村
か
ら
回
答
）。

　

過
去
2
年
間
に
わ
た
る
保
険
料
完
納
者
は

総
数
の
36
・
7
％
、一
部
納
付
者
10
・
4
％
、滞

納
者
23
・
1
％
、申
請
全
額
免
除
者
15
・
7
％
、

学
生
納
付
特
例
者
11
・
3
％
、若
年
者
納
付
猶

予
者
2
・
9
％
。前
回
調
査
と
比
べ
納
付
者
、

滞
納
者
は
や
や
減
っ
て
、免
除
・
猶
予
者
ら
は

少
し
増
え
た
。相
変
わ
ら
ず
滞
納
者
3
6
8
・

4
万
人
の
多
さ
が
際
立
つ
。

　

も
と
も
と
自
営
業
者
向
け
に
創
設
さ
れ
た

制
度
だ
が
、被
保
険
者
の
就
業
状
況
を
み
る
と
、

総
数
の
う
ち
自
営
業
主
は
16
・
0
％
、家
族
従

業
者
も
7
・
6
％
に
落
ち
込
ん
だ
。最
多
は
無

職
33
・
3
％
、次
い
で
パ
ー
ト
･
バ
イ
ト
・
臨

時（
非
正
規
労
働
者
）30
・
9
％
、常
用
労
働
者

9
・
4
％
な
ど
。近
年
は
、非
正
規
労
働
者
群
が

増
え
、そ
の
滞
納
率
も
高
い
。

　

今
回
は
、常
用
と
非
正
規（
う
ち
週
30
時
間

以
上
勤
務
）を
基
に
本
来
な
ら
厚
生
年
金
加
入

の
可
能
性
が
あ
る
労
働
者
数
を
約
2
0
0
万

人（
う
ち
個
人
経
営
事
業
所
20
万
人
）と
初
め

て
推
計
し
た
。事
業
主
負
担
を
免
れ
る
ケ
ー
ス

の
洗
い
出
し
と
強
力
な
加
入
促
進
策
が
課
題

で
浮
か
ん
だ
。

い
つ
ま
で
続
く“
つ
ま
み
食
い
”

　

高
所
得
ほ
ど
完
納
者
の
割
合
は
高
く
な
る

も
の
の
、「
1
0
0
0
万
円
以
上
」で
滞
納
者

が
7
・
8
％
も
い
る
。逆
に
、「
所
得
な
し
」で
も

完
納
者
は
22
・
7
％
い
た
。

　

滞
納
理
由
は
全
年
齢
層
で「
経
済
的
に
支
払

い
が
困
難
」が
最
多
。次
い
で
20
〜
40
歳
代
で

は「
制
度
の
将
来
が
不
安
・
信
用
で
き
な
い
」、

50
歳
代
で
は「
保
険
料
を
納
め
て
も
加
入
期
間

が
短
く
、年
金
が
も
ら
え
な
い
」が
多
い
。

　

た
だ
し
、世
帯
の
総
所
得
金
額
が
1
0
0
0

万
円
以
上
の
半
数
が「
経
済
的
に
払
う
の
が
困

「
皆

そろそろ抜本的な
対策に踏み切れ

国民年金の滞納
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国民年金における国庫負担の周知度

2008年調査
2011年調査
2014年調査

　 37.2％
33.4％
32.7％

　  39.2％
34.6％
34.0％
  34.5％
31.9％
32.2％

　     39.0％
      36.7％
30.9％
 31.0％
28.0％
 31.3％

      31.8％
25.4％
      32.1％
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学生納付
特例者

若年者
納付猶予者

難
」と
答
え
た
。こ
ん
な
世
帯
に
対
し
、徴
収
が

強
化
さ
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

　

被
保
険
者（
原
則
60
歳
未
満
）の
う
ち
国
民

健
康
保
険（
国
保
）の
保
険
料
を
払
う
者
は
70
・

6
％
を
占
め
る
。「
全
月
納
付
」は
82
・
9
％（
一

部
納
付
9
・
2
％
、全
月
未
納
7
・
8
％
）で
、国

民
年
金
に
比
べ
完
全
納
付
率
は
格
段
に
高
い
。

さ
ら
に
国
民
年
金
の
納
付
者
で
は
国
保
の「
全

月
納
付
」が
95
・
3
％
、国
民
年
金
の
滞
納
者
で

国
保
の「
全
月
納
付
者
」は
59
・
2
％
に
上
る
。

つ
ま
り
国
民
年
金
を
払
わ
な
い
者
の
約
6
割

は
国
保
の
保
険
料
の
方
は
全
月
納
付
し
て
い

る
わ
け
だ
。

　

民
間
の
生
命
保
険
・
個
人
年
金
に
は
、滞
納

者
の
ほ
ぼ
半
数
が
加
入
す
る（
生
命
保
険
45
・

2
％
、
個
人
年
金
7
・
3
％
、
両
方
加
入
6
・

1
％
）。滞
納
者
で
個
人
年
金
加
入
の
平
均
保

険
料
は
月
1
・
4
万
円（
14
年
度
の
国
民
年
金
・

保
険
料
は
同
1
万
5
2
5
0
円
）。

　

病
気
や
ケ
ガ
が
怖
い
か
ら
医
療
保
険
は
払

う
が
、受
給
時
期
の
遠
い
年
金
は
払
わ
な
い
。

公
的
な
所
得
保
障
の
方
が
有
利
な
は
ず
な
の

に
民
間
の
商
品
を
選
ぶ
。

　

こ
の
都
合
の
良
い
、あ
る
い
は
理
解
不
足
の

“
つ
ま
み
食
い
”が
止
ま
ら
な
い
。

「
国
保
」と
の

一
括
徴
収
策
を
考
え
よ

　

実
態
調
査
は
毎
回
、制
度
の「
周
知
度
」を
点

検
す
る
。

　

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は
半
分
が
国

庫
で
負
担
さ
れ
る
。こ
の
手
厚
い
補
助
を
知
る

の
は
調
査
対
象
者
の
32
・
7
％
に
過
ぎ
な
い（
滞

納
者
は
32
・
2
％
、国
庫
負
担
は
08
年
度
ま
で

は
3
分
の
1
）。し
か
も
、調
査
の
た
び
に
低
く

な
る
傾
向
だ（
図
参
照
）。

　

▼
保
険
料
は
全
額
が
所
得
控
除
さ
れ
る（
周

知
度
全
体
48
・
3
％
、滞
納
者
39
・
0
％
）▼
物

価
上
昇
等
に
応
じ
年
金
額
が
一
定
程
度
上
積

み
さ
れ
る（
41
・
2
％
、31
・
9
％
）▼
障
害
年
金

の
支
給
あ
り（
69
・
5
％
、64
・
4
％
）▼
遺
族
年

金
の
支
給
あ
り（
73
・
5
％
、69
・
3
％
）▼
付
加

保
険
料
の
納
付
で
年
金
額
を
少
し
増
や
せ
る

（
44
・
5
％
、33
・
6
％
）―
―
。

　

こ
れ
ら
の
メ
リ
ッ
ト
を
広
く
知
ら
し
め
れ

ば
、民
間
の
個
人
年
金
を
優
先
的
に
選
ぶ
よ
う

な
ケ
ー
ス
は
防
げ
る
。た
だ
し
、P
R
に
は
限

界
も
あ
る
。そ
ろ
そ
ろ
抜
本
策
に
踏
み
切
る
時

期
で
は
な
い
か
。

　

医
療
保
障
の
国
保
の
納
付
率
は
高
い
。そ
の

大
半
は
国
民
年
金
の
加
入
対
象
者
で
も
あ
る
。

両
方
を
統
合
し
て
仮
に「
総
合
生
活
保
険
料
」

と
し
て
一
括
徴
収
し
て
は
ど
う
か
。医
療
と
年

金
の
保
険
料
を
天
引
き
さ
れ
る
勤
め
人
と
同

じ
扱
い
だ
。こ
れ
で
、つ
ま
み
食
い
は
阻
止
で

き
る
。払
え
な
い
場
合
は
国
民
年
金
に
も
国
保

に
も
減
免
制
度
が
あ
る
。

　

無
年
金
者
や
低
年
金
者
の
防
止
は
、医
療
や

介
護
の
将
来
を
負
担
面
か
ら
支
え
る
取
り
組

み
で
も
あ
る
。

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経

て
、財
団
法
人
・
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事
長
。厚
生
労
働

省「
社
会
保
障
審
議
会
」委
員
、財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。


